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はじめに　　奈文研では、2017年度に、岡山県小田郡矢
掛町に所在する旧矢掛宿において、町並み調査を実施し
た。旧矢掛宿については、昭和62年（1987）に伝統的建
造物群保存対策調査がおこなわれているが １）、再度、現
況の把握をおこなったものである。矢掛町は倉敷市の北
西に位置し、旧矢掛宿は矢掛町の中央、小田川沿いに位
置する。周辺には古代山陽道が通り、中世には船路が開
通した。近世以後は水陸交通の要所として、西国街道に
面して発展した宿場町である（図48）。
絵図史料にみる伝統的な地割　　矢掛宿を描いた現存最古
の絵図に「矢掛宿地子御免間数幷絵図」（図49、『石井家文書』

所収、個人蔵、元禄２年（1689）、以下「元禄絵図」とする）が
ある。街路や水路、堤が描かれ、伝馬役屋敷の範囲、表
間口、屋敷高、所有者がわかる。また西国街道北側の屋
敷地背面側から流れて、宿の東端で南北に西国街道を横
断する「悪水溝」と呼ばれる水路が現在と同位置に確認
できる。当初は、この悪水溝を境に、東西で町場と宿外
が明確に分節されていた。次に、明治時代の地積図とし
て「宅地田畑絵図」（図50、『石井家文書』所収、個人蔵、明

治12年（1879））がある。宿東端を含めた周辺部にも宅地
が描かれ、17世紀後半よりも町場の範囲拡大が読み取れ
る。一方で、宿中央と西端部では、敷地の統合・分割が
あるものの、17世紀後半の地割をよくとどめ、現代まで
継承されていることが確認できる。
水路・石積の現況　　宿内の伝統的な水路には、先述の
悪水溝のほかに、町家の敷地境の雨落溝が挙げられる。
悪水溝は旧西国街道北側の屋敷地背面側では昭和20～30

年代に改修されたとみられるが、そのほかはかつての位
置をとどめ、多くに伝統的な石積を残している。また敷
地境の雨落溝は、建物基礎として設けられた切石どうし
の間にあり、伝統的な地割を表象するものといえる。
敷地利用と石積との関係　　宿南側を流れる小田川の堤
防上には、昭和47年（1972）に開通した矢掛バイパスが
走る。矢掛バイパスに面する建物には、石積を備えてバ
イパスと同高とするものが多く（図51）、これは明治26
年（1893）の小田川の氾濫と大正10年（1921）から昭和27
年（1952）におこなわれた堤防の大改修に関連する。特
に石積を備えた建物には、昭和前期頃のものが多く、旧
西国街道南側の敷地利用の変遷と石積とに相関関係がう
かがえる。  （福嶋啓人）

妻入と平入の混在　　旧矢掛宿における町並みの大きな
特徴は、妻入、平入の町家の混在にある。伝統的町家の
形式調査を実施した158件のうち、妻入は84件、平入は
73件、その他は１件であり、妻入、平入の町家は同等数
分布していた。町家の建設年代別にみても、その軒数に
偏向はみられない。
　一方、間口別にみると、３間未満では80％近くが妻入
であり、反対に４間以上では80％以上が平入であった。
３～４間においては、妻入、平入とも同等数である（表

６）。旧矢掛宿の敷地は、街道に面して短冊状に並び、
その形状は間口に対して奥行が非常に深い。こうした敷
地に、平入で屋根を架けた場合、必要以上に棟位置が高

近世宿場町における地割の
継承と変化
－岡山県矢掛町旧矢掛宿を事例に－

表６　妻入・平入町家の間口別軒数

図₄₈　矢掛宿の町並み
図₅₁　 高い石垣を備えてバイパス

と同高に建つ建物

図₄₉　「矢掛宿地子御免間数幷絵図」（図右から２本目の南北線が悪水溝）

図₅₀　「宅地田畑絵図」

間口（A）
妻入 平入

通り名 軒数 通り名 軒数

A< 3間

西国街道 36 山陽道 8

旧松山街道 3 旧松山街道 6

その他 3 その他 1

小計 42 小計 15

3間≦
A

＜4間

西国街道 26 山陽道 14

旧松山街道 6 旧松山街道 6

その他 2 その他 3

小計 34 小計 23

4間≦A

西国街道 4 山陽道 23

旧松山街道 4 旧松山街道 10

その他 0 その他 2

小計 8 小計 35

合計 84 合計 73
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くなるという問題が生じるが、妻入の場合は、必要高さ
で棟位置を定めることが可能である。妻入屋根の採用要
因は、間口が狭く、奥行きが深い短冊状の敷地形状に対
応したためであるとまず指摘できるだろう。
江戸期の主屋形式　　18世紀後半の矢掛宿の町並みを描
いた「行程記」（図52、毛利家文庫30地誌41所収、山口県文書

館蔵、明和元年（1764））には、建物の屋根葺材について２
種類の表現が使われている。土蔵や本陣、脇本陣の屋根
は、瓦葺を表現したであろう灰色の彩色がなされる。一
方、街道に面した町家および周辺の農家の屋根は黄金色
の彩色がなされ、草葺を表現しているようである。つま
り、江戸期の多くの町家は草葺であったと考えられる。
大正期に撮影された古写真（図53）からは、草葺屋根の
町家を複数棟確認でき、この傍証となる。
　次に、江戸期における町家の間口規模を「元禄絵図」
から確認すると、全体の90%近くが２、３、４間の間口
に集中していることがわかる。現存する江戸期の町家は
少数であるが、間口規模と屋根形式の関係をみると、間
口が４間以下の町家はいずれも妻入であり、４間を超え
ると平入となる。また、平面形式は片側に通り土間をも
ち、土間沿いに室が３～４室並ぶ形式を基本とし、間口
に比べて建物の奥行きは深い。
　以上より、18世紀後半頃までの矢掛宿の町家は、２、
３、４間を基本とした敷地割をもち、草葺屋根、妻入の
町家が建ち並び、４間を超える大規模な敷地にのみ、平
入の町家が少数建っていたと推測される。間口が狭小な
敷地において、草葺で平入切妻の屋根とした場合、梁間
が長くなり、扠首を架けることは困難となる。先述した
棟位置の問題とあわせて、妻入の選択は必然であったと
みられる。また、敷地境に残された雨落溝もこの傍証と
なるだろう。つまり、18世紀後半頃まで、町家主屋の大
半は草葺妻入であったと考えられるのである。
妻入から平入への移行　　では、妻入と平入の町家が混
在した独特な町並みはどのように形成されていったの
か。その要因のひとつとして、敷地割の変化を指摘する
ことができる。矢掛宿では、18世紀後半以降、敷地の統

合・分割が進んだ。４間以上の間口をもつ町家の数は、
元禄２年には13軒、元文２年（1737）には14軒であったが、
安永６年（1777）では36軒と一挙に増える。
　こうした敷地割の変化が、町家の形式にどのような影
響を与えたのか、比較的敷地割の変化が推測可能な、本
陣周辺の区域を対象に検討してみたい。対象区域におい
て、元禄２年では間口２間が15軒、間口３間が６軒、間
口４間が２軒、間口５間、６間はそれぞれ１軒であった
が、現在においては、間口２～2.5間が６軒、間口３～3.5
間が３軒、間口４～4.5間が５軒、間口７間、17間がそ
れぞれ１軒となり、敷地の統合が相当進んだことがわか
る。明治12年までで、統合は７件、分割は１件、明治12
年以降では統合が２件おこなわれている。
　各敷地における町家の形式をみると、妻入の町家は統
合を受けず、当初の敷地割を継承している敷地および分
割された敷地に建ち、統合された敷地には全て、平入の
町家が建っていることがわかる。敷地の統合が、平入の
町家を増加させる契機となっていたといえよう。
　ただし、平入の採用要因は、間口の変化のみならず、
敷地奥行との関係、隣地との関係、また町家建設時期の
生産組織との関係等が複合的に絡むと考えられ、これら
の検討は今後の課題としたい。
おわりに　　旧矢掛宿は、17世紀後半の伝統的な地割が
町並みの骨格を形成し、その多くが現在まで継承されて
いる。また、こうした継承のみならず、敷地割の統合・
分割といった緩やかな変化を繰り返すなかで、妻入と平
入が混在した、旧矢掛宿に固有の町並みが形成されてき
たことが指摘できる。  （前川　歩）
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凡例 ：妻入

敷地内の数字は間口規模を示す。敷地割は『元禄絵図』、平成 29年地籍図を基に作成した。
また、主屋形式において、近年建替えられた建物は、昭和 62年調査成果を基に作成した。

：敷地踏襲：敷地分割：敷地統合
（元禄期は推定。白抜きは平成以降の建物）

3 5 6

：平入

図₅₂　「行程記」 図₅₃　茅葺妻入の町家
（大正期撮影、三宅スタジオ［矢掛町］提供） 図₅₄　敷地割の変化と妻入・平入町家の分布状況の変化
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